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 用地管理、地上部道路工事などについて      環二地区事務所                  03-3591-8810 

 事業の計画、再開発協議会・部会について   事業課 環二地区担当係          03-5389-5169 

 管理処分計画について              事業課 管理処分担当係           03-5389-5166 

 測量の立会、事業の計画線について      事業課 測量係                   03-5389-5170 

 用地や建物の買収・補償、建物調査について 管理課 補償調整担当係          03-5389-8229 

 施設建築物について             工事課 施設建築係               03-5389-5172 

 地上部道路計画について                    工事課 設計係          03-5389-8225 

各種お問い合わせ先 

 地下トンネル工事について      建設局 東京都第一建設事務所 環二工事事務所 03-3578-0217 

                建設局 東京都第一建設事務所 環二工事課      03-3542-0705 

 新年のご挨拶 

 新年明けましておめでとうございます。 
 皆様方にはご健勝にて新年をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。また、平素より環状第二号線新橋・虎ノ門地区の事業推
進にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうござい
ます。 
 昨年は、地上部道路（新虎通り）と地下トンネルの交通開放
を行い、新しい道路をご利用いただけるようになりました。ま
た、虎ノ門街区も完成し、再開発事業の節目を迎えた年でした。 
 本年も、新虎通りが魅力ある道路空間となるよう、引き続き
道路整備を進めてまいります。 
 近隣の皆様におかれましては、工事に伴う騒音や振動、交通
規制等により、ご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、職員一
同、事業の完了に向けて全力を挙げて取組んでまいります。 
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
             平成二十七年一月                   

     東京都再開発事務所長 大八木 猛      

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は、虎ノ門ヒルズの完成、道路の交通開放が行われ、新
橋・虎ノ門のまちの姿が大きく様変わりした年でした。 

本年は、歩道の整備が行われるそうで、いよいよ事業の完成
が近づいてきています。 

今後も、東京都に対しては、事業が着実かつ早期に完了する
よう、また、沿道を含めたまちづくりに関しても、働きかけて
いきたいと思います。 

本年もよりよいまちづくりに取り組んでまいりますので、権
利者及び沿道の皆様方には、引き続きご理解とご協力をお願い
いたします。 

 

          平成二十七年一月       

再開発協議会長 青木雅文 

 地上部道路（新虎通り）につきましては、本年３月の完成を目途に、街路樹の植樹、電線類の地

中化や歩道舗装等を行うべく、関係機関と調整を進めてまいりましたが、工程調整の結果、やむ

を得ず工事期間を平成２６年度から平成２７年度に１年間延伸させていただくことといたしました。

沿道の皆様におかれましては、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、工事を少しでも早く終え、

緑豊かで魅力的な道路とするよう整備してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

地上部道路（新虎通り）の工事期間の延伸について 

新虎通りのロゴマークをご利用いただけます 

  新虎通りエリアマネジメント協議会における検討の結果、新虎通りのロゴマーク及び利用方法が

以下の通り決定し、皆様にご利用いただけるようになりましたので、お知らせします。 
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【ロゴマークの利用方法】 ～利用イメージ～ 

～利用申請から承認までの流れ～ 

【新虎通りのロゴマーク】 

 ご利用を希望される方は、新虎通りロゴマークマニュアル・利用の手
引きをご一読の上、利用申請書をご記入いただき、新虎通りエリアマ
ネジメント協議会事務局（東京都再開発事務所事業課）にご提出くだ
さい。なお、利用料は無料です。 
※新虎通りロゴマークマニュアル・利用の手引き・利用申請書は、事務局にお問い合
わせいただくか、協議会ＨＰ（https://shintora-am.jp/）よりご取得ください。 

※ ※ 


